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(57)【要約】
【課題】タイル材の活かし取りの作業性及び確実性を高
めることが可能となる、タイル材の剥離方法を提供する
こと。
【解決手段】タイル材２０の剥離方法は、一部のタイル
材２０同士の相互間に位置する目地部４０と、下地材５
０のうち目地部４０と対応する部分とを切断することに
より、剥離対象領域６０を区画する区画工程と、区画工
程の後に剥離対象領域６０に対応するタイル材２０及び
下地材５０を削孔することにより、剥離対象領域６０に
貫通孔６１を形成する形成工程と、区画工程及び形成工
程の後に、貫通孔６１に剥離器具８０を挿通することに
より、係止部８１を剥離対象領域６０に対応する下地材
５０に係止し、係止状態で押圧部８２による躯体本体１
０への押圧に伴って係止部８１を躯体本体１０から離れ
る方向に移動させることにより、剥離対象領域６０に対
応するタイル材２０を躯体本体１０から剥離させる剥離
工程と、を含む。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の躯体を構成する躯体本体に対して下地材を介して取り付けられた複数のタイル材
を当該躯体本体から剥離するための剥離方法であって、
　前記複数のタイル材のうち一部のタイル材同士の相互間に位置する目地部と、前記下地
材のうち当該目地部と対応する部分とを切断することにより、前記複数のタイル材の領域
のうち剥離対象となる剥離対象領域であって少なくとも２つ以上のタイル材に対応する剥
離対象領域を区画する区画工程と、
　前記区画工程の前又は後に、前記剥離対象領域に対応する前記タイル材及び前記下地材
を削孔することにより、前記剥離対象領域に貫通孔を形成する形成工程と、
　前記区画工程及び前記形成工程の後に、前記貫通孔に剥離器具を挿通することにより、
前記剥離器具の係止部を前記剥離対象領域に対応する前記下地材に係止し、当該係止した
状態で前記剥離器具の押圧部による前記躯体本体への押圧に伴って前記係止部を前記躯体
本体から離れる方向に移動させることにより、前記剥離対象領域に対応する前記タイル材
を前記躯体本体から剥離させる剥離工程と、
　を含むタイル材の剥離方法。
【請求項２】
　前記貫通孔を、前記複数のタイル材に重複しない位置に形成した、
　請求項１に記載のタイル材の剥離方法。
【請求項３】
　前記貫通孔の径を、前記躯体本体側に近づくにつれて大きくした、
　請求項１又は２に記載のタイル材の剥離方法。
【請求項４】
　前記貫通孔を、前記剥離対象領域の中央部又はその近傍に形成した、
　請求項１から３のいずれか一項に記載のタイル材の剥離方法。
【請求項５】
　前記タイル材の厚さと前記下地材の厚さとの合計厚さを、３０ｍｍ以上とした、
　請求項１から４のいずれか一項に記載のタイル材の剥離方法。
【請求項６】
　前記剥離対象領域の縦横比を、１：１程度から１：２．５程度の範囲とした、
　請求項１から５のいずれか一項に記載のタイル材の剥離方法。
【請求項７】
　前記剥離対象領域の大きさを、５５０ｍｍ×５５０ｍｍ以下とした、
　請求項１から６のいずれか一項に記載のタイル材の剥離方法。
【請求項８】
　前記剥離対象領域が前記躯体本体側とは反対側に向けてアール状になるように、前記剥
離対象領域に対応する前記タイル材を前記躯体本体に対して前記下地材を介して取り付け
、
　前記剥離対象領域のアールの径を、１５００ｍｍ以上とした、
　請求項７に記載のタイル材の剥離方法。
【請求項９】
　前記剥離対象領域の大きさを、２５０ｍｍ×２５０ｍｍとし、
　前記剥離対象領域のアールの径を、１０００ｍｍ以上とした、
　請求項８に記載のタイル材の剥離方法。
【請求項１０】
　前記区画工程において、前記下地材の少なくとも一部又は前記躯体本体まで切断するこ
とにより、前記剥離対象領域を区画する、
　請求項１から９のいずれか一項に記載のタイル材の剥離方法。
【請求項１１】
　前記区画工程において、軸回りに回転可能な棒状のビットを備える切断器具を用いて前



(3) JP 2021-31848 A 2021.3.1

10

20

30

40

50

記剥離対象領域を区画する、
　請求項１から１０のいずれか一項に記載のタイル材の剥離方法。
【請求項１２】
　前記剥離工程において、落下防止手段を用いて前記剥離対象領域に対応する前記タイル
材が前記躯体本体から落下することを防止しながら、前記剥離対象領域に対応する前記タ
イル材を前記躯体本体から剥離させる、
　請求項１から１１のいずれか一項に記載のタイル材の剥離方法。
【請求項１３】
　前記剥離器具の前記係止部は、複数の尖部を備え、
　前記剥離工程において、前記係止部が前記下地材に係止されている状態で前記複数の尖
部の外形が略円形状となるように、前記複数の尖部を構成した、
　請求項１から１２のいずれか一項に記載のタイル材の剥離方法。
【請求項１４】
　前記剥離工程の前に、前記タイル材の破断を抑制する補強層を前記剥離対象領域におけ
る前記躯体本体側とは反対側の側面に形成する補強層形成工程をさらに含む、
　請求項１から１３のいずれか一項に記載のタイル材の剥離方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タイル材の剥離方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建物の躯体に貼付けられた仕上材を剥離する技術の一つとして、仕上材の一部で
ある撤去対象部の周縁の４辺のうち３辺にスリットを形成し、且つ残りの１辺に穴を形成
し、当該穴を広げるように力を加えて撤去対象部を取り外す技術が提案されている（例え
ば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－６２７１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、仕上材の種類の中にはタイル材が含まれるが、近年ではタイル材を活かし取
りをして再利用を図りたいというニーズが高まっている。しかし、上記従来の技術におい
ては、撤去対象部の周縁の４辺のうち３辺のみにスリットを形成するので、例えば、撤去
対象部に対応するタイル材が複数存在する場合に、撤去対象部の周縁の辺のうちスリット
が形成されていない辺の近傍に位置するタイル材を取り外すことが難しくなり、且つ当該
取り外し作業に時間を要するおそれがあった。したがって、タイル材の活かし取りの作業
性及び確実性を高める観点からは改善の余地があった。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、タイル材の活かし取りの作業性及び確
実性を高めることが可能となる、タイル材の剥離方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項１に記載のタイル材の剥離方法
は、建物の躯体を構成する躯体本体に対して下地材を介して取り付けられた複数のタイル
材を当該躯体本体から剥離するための剥離方法であって、前記複数のタイル材のうち一部
のタイル材同士の相互間に位置する目地部と、前記下地材のうち当該目地部と対応する部
分とを切断することにより、前記複数のタイル材の領域のうち剥離対象となる剥離対象領
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域であって少なくとも２つ以上のタイル材に対応する剥離対象領域を区画する区画工程と
、前記区画工程の前又は後に、前記剥離対象領域に対応する前記タイル材及び前記下地材
を削孔することにより、前記剥離対象領域に貫通孔を形成する形成工程と、前記区画工程
及び前記形成工程の後に、前記貫通孔に剥離器具を挿通することにより、前記剥離器具の
係止部を前記剥離対象領域に対応する前記下地材に係止し、当該係止した状態で前記剥離
器具の押圧部による前記躯体本体への押圧に伴って前記係止部を前記躯体本体から離れる
方向に移動させることにより、前記剥離対象領域に対応する前記タイル材を前記躯体本体
から剥離させる剥離工程と、を含む。
【０００７】
　請求項２に記載のタイル材の剥離方法は、請求項１に記載のタイル材の剥離方法におい
て、前記貫通孔を、前記複数のタイル材に重複しない位置に形成した。
【０００８】
　請求項３に記載のタイル材の剥離方法は、請求項１又は２に記載のタイル材の剥離方法
において、前記貫通孔の径を、前記躯体本体側に近づくにつれて大きくした。
【０００９】
　請求項４に記載のタイル材の剥離方法は、請求項１から３のいずれか一項に記載のタイ
ル材の剥離方法において、前記貫通孔を、前記剥離対象領域の中央部又はその近傍に形成
した。
【００１０】
　請求項５に記載のタイル材の剥離方法は、請求項１から４のいずれか一項に記載のタイ
ル材の剥離方法において、前記タイル材の厚さと前記下地材の厚さとの合計厚さを、３０
ｍｍ以上とした。
【００１１】
　請求項６に記載のタイル材の剥離方法は、請求項１から５のいずれか一項に記載のタイ
ル材の剥離方法において、前記剥離対象領域の縦横比を、１：１程度から１：２．５程度
の範囲とした。
【００１２】
　請求項７に記載のタイル材の剥離方法は、請求項１から６のいずれか一項に記載のタイ
ル材の剥離方法において、前記剥離対象領域の大きさを、５５０ｍｍ×５５０ｍｍ以下と
した。
【００１３】
　請求項８に記載のタイル材の剥離方法は、請求項７に記載のタイル材の剥離方法におい
て、前記剥離対象領域が前記躯体本体側とは反対側に向けてアール状になるように、前記
剥離対象領域に対応する前記タイル材を前記躯体本体に対して前記下地材を介して取り付
け、前記剥離対象領域のアールの径を、１５００ｍｍ以上とした。
【００１４】
　請求項９に記載のタイル材の剥離方法は、請求項８に記載のタイル材の剥離方法におい
て、前記剥離対象領域の大きさを、２５０ｍｍ×２５０ｍｍとし、前記剥離対象領域のア
ールの径を、１０００ｍｍ以上とした。
【００１５】
　請求項１０に記載のタイル材の剥離方法は、請求項１から９のいずれか一項に記載のタ
イル材の剥離方法において、前記区画工程において、前記下地材の少なくとも一部又は前
記躯体本体まで切断することにより、前記剥離対象領域を区画する。
【００１６】
　請求項１１に記載のタイル材の剥離方法は、請求項１から１０のいずれか一項に記載の
タイル材の剥離方法において、前記区画工程において、軸回りに回転可能な棒状のビット
を備える切断器具を用いて前記剥離対象領域を区画する。
【００１７】
　請求項１２に記載のタイル材の剥離方法は、請求項１から１１のいずれか一項に記載の
タイル材の剥離方法において、前記剥離工程において、落下防止手段を用いて前記剥離対
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象領域に対応する前記タイル材が前記躯体本体から落下することを防止しながら、前記剥
離対象領域に対応する前記タイル材を前記躯体本体から剥離させる。
【００１８】
　請求項１３に記載のタイル材の剥離方法は、請求項１から１２のいずれか一項に記載の
タイル材の剥離方法において、前記剥離器具の前記係止部は、複数の尖部を備え、前記剥
離工程において、前記係止部が前記下地材に係止されている状態で前記複数の尖部の外形
が略円形状となるように、前記複数の尖部を構成した。
【００１９】
　請求項１４に記載のタイル材の剥離方法は、請求項１から１３のいずれか一項に記載の
タイル材の剥離方法において、前記剥離工程の前に、前記タイル材の破断を抑制する補強
層を前記剥離対象領域における前記躯体本体側とは反対側の側面に形成する補強層形成工
程をさらに含む。
【発明の効果】
【００２０】
　請求項１に記載のタイル材の剥離方法によれば、複数のタイル材のうち一部のタイル材
同士の相互間に位置する目地部と、下地材のうち当該目地部と対応する部分とを切断する
ことにより、複数のタイル材の領域のうち剥離対象となる剥離対象領域であって少なくと
も２つ以上のタイル材に対応する剥離対象領域を区画する区画工程と、区画工程の前又は
後に、剥離対象領域に対応するタイル材及び下地材を削孔することにより、剥離対象領域
に貫通孔を形成する形成工程と、区画工程及び形成工程の後に、貫通孔に剥離器具を挿通
することにより、剥離器具の係止部を剥離対象領域に対応する下地材に係止し、当該係止
した状態で剥離器具の押圧部による躯体本体への押圧に伴って係止部を躯体本体から離れ
る方向に移動させることにより、剥離対象領域に対応するタイル材を躯体本体から剥離さ
せる剥離工程と、を含むので、目地部及び下地材を切断することにより剥離対象領域を区
画でき、剥離対象領域に対応する２つ以上のタイル材の剥離を正確且つ効率的に行うこと
ができる。よって、タイル材の活かし取りの作業性及び確実性を高めることが可能となる
。
【００２１】
　請求項２に記載のタイル材の剥離方法によれば、貫通孔を、複数のタイル材に重複しな
い位置に形成したので、貫通孔の形成によって再利用できなくなるタイル材の数を低減で
き、タイル材の活かし取りの作業性を高めやすくなる。
【００２２】
　請求項３に記載のタイル材の剥離方法によれば、貫通孔の径を、躯体本体側に近づくに
つれて大きくしたので、剥離対象領域に対応する下地材と係止部との接触面を増やすこと
ができるため、剥離対象領域に対応するタイル材及び下地材に対して剥がそうとする力を
均一に伝達することが可能となる。
【００２３】
　請求項４に記載のタイル材の剥離方法によれば、貫通孔を、剥離対象領域の中央部又は
その近傍に形成したので、剥離工程において剥離器具の係止部を躯体本体から離れる方向
に移動させる際に、剥離対象領域に対応する下地材の略全体に略均等な力が負荷されやす
くなるため、剥離対象領域に対応するタイル材を効果的に剥離しやすくなる。
【００２４】
　請求項５に記載のタイル材の剥離方法によれば、タイル材の厚さと下地材の厚さとの合
計厚さを、３０ｍｍ以上としたので、３０ｍｍ未満とした場合に比べて、剥離方法の各種
工程に関する作業を行う際に剥離対象領域に対応するタイル材に損傷が生じることを抑制
でき、タイル材の再利用を図りやすくなる。
【００２５】
　請求項６に記載のタイル材の剥離方法によれば、剥離対象領域の縦横比を、１：１程度
から１：２．５程度の範囲としたので、当該範囲以外の他の範囲とした場合に比べて、剥
離方法の各種工程に関する作業を行う際に剥離対象領域に対応するタイル材に損傷が生じ
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ることを抑制でき、タイル材の再利用を図りやすくなる。
【００２６】
　請求項７に記載のタイル材の剥離方法によれば、剥離対象領域の大きさを、５５０ｍｍ
×５５０ｍｍ以下としたので、５５０ｍｍ×５５０ｍｍを上回る大きさとした場合に比べ
て、剥離方法の各種工程に関する作業を行う際に剥離対象領域に対応するタイル材に損傷
が生じることを抑制でき、タイル材の再利用を図りやすくなる。
【００２７】
　請求項８に記載のタイル材の剥離方法によれば、剥離対象領域のアールの径を、１５０
０ｍｍ以上としたので、剥離対象領域のアールの径が１５００ｍｍを下回る場合に比べて
、剥離方法の剥離工程に関する作業を行う際に剥離対象領域に対応する下地材に損傷が生
じにくく、且つ剥離対象領域に対応するタイル材を剥離しやすくなることから、当該剥離
工程に関する作業を効率的に行うことが可能になる。
【００２８】
　請求項９に記載のタイル材の剥離方法によれば、剥離対象領域の大きさを、２５０ｍｍ
×２５０ｍｍとし、剥離対象領域のアールの径を、１０００ｍｍ以上としたので、剥離対
象領域のアールの径が１５００ｍｍを下回る場合に比べて、剥離方法の剥離工程に関する
作業を行う際に剥離対象領域に対応する下地材に損傷が生じにくく、且つ剥離対象領域を
剥離しやすくなることから、当該剥離工程に関する作業を効率的に行うことが可能になる
。
【００２９】
　請求項１０に記載のタイル材の剥離方法によれば、区画工程において、下地材の少なく
とも一部又は躯体本体まで切断することにより、剥離対象領域を区画するので、剥離工程
において剥離対象領域に対応するタイル材を躯体本体から剥離しやすくなるため、剥離工
程の作業性及び確実性を高めやすくなる。
【００３０】
　請求項１１に記載のタイル材の剥離方法によれば、区画工程において、軸回りに回転可
能な棒状のビットを備える切断器具を用いて剥離対象領域を区画するので、剥離対象領域
の形状が複雑な形状であっても剥離対象領域を比較的正確に区画でき、区画工程の作業性
を高めることが可能となる。
【００３１】
　請求項１２に記載のタイル材の剥離方法によれば、剥離工程において、落下防止手段を
用いて剥離対象領域に対応するタイル材が躯体本体から落下することを防止しながら、剥
離対象領域に対応するタイル材を躯体本体から剥離させるので、剥離工程中に剥離対象領
域に対応するタイル材が躯体本体から落下することを防止でき、当該タイル材が損傷する
ことを回避できると共に、剥離工程の作業安全性を高めることができる。
【００３２】
　請求項１３に記載のタイル材の剥離方法によれば、剥離工程において、係止部が下地材
に係止されている状態で複数の尖部の外形が略円形状となるように、複数の尖部を構成し
たので、上記複数の尖部の外形が非円形状である場合に比べて剥離対象領域に対応するタ
イル材及び下地材に対して剥がそうとする力を均一に伝達することができ、剥離対象領域
に対応するタイル材の剥離を効果的に行うことが可能となる。
【００３３】
　請求項１４に記載のタイル材の剥離方法によれば、剥離工程の前に、タイル材の破断を
抑制する補強層を剥離対象領域における躯体本体側とは反対側の側面に形成する補強層形
成工程をさらに含むので、剥離対象領域に対応するタイル材を補強できることから、補強
層を形成しない場合に比べて、剥離工程中に剥離対象領域に対応するタイル材が損傷する
ことを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】実施の形態に係る躯体を概念的に示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は（ａ
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）のＡ－Ａ矢視断面図である。
【図２】実施の形態に係る剥離方法の区画工程を示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）
は図１（ｂ）に対応する領域周辺を示す図である。
【図３】実施の形態に係る剥離方法の形成工程を示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）
は図１（ｂ）に対応する領域周辺を示す図である。
【図４】実施の形態に係る剥離方法の補強層形成工程を示す図であり、（ａ）は正面図、
（ｂ）は図１（ｂ）に対応する領域周辺を示す図である。
【図５】実施の形態に係る剥離方法の剥離工程を示す図であって、図１（ｂ）に対応する
領域周辺を示す図であり、（ａ）は係止状態を示す図、（ｂ）は係止部を移動させた状態
を示す図である。
【図６】落下防止部を示す図であり、（ａ）は背面図、（ｂ）は平面図である。
【図７】落下防止部の変形例を示す図であり、（ａ）は背面図、（ｂ）は平面図である。
【図８】活かし取り確認試験の試験結果を示す図である。
【図９】剥離対象領域が躯体本体側に向けてアール状である場合における剥離対象領域の
界面剥離耐力とコーン破壊耐力との関係を示す図である。
【図１０】剥離対象領域が躯体本体側とは反対側に向けてアール状である場合における剥
離対象領域の界面剥離耐力とコーン破壊耐力との関係を示す図である。
【図１１】剥離対象領域の大きさが５５０ｍｍ×５５０ｍｍである場合における剥離対象
領域の界面剥離耐力とコーン破壊耐力との関係を示す図である。
【図１２】剥離対象領域の大きさが２５０ｍｍ×２５０ｍｍである場合における剥離対象
領域の界面剥離耐力とコーン破壊耐力との関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下に添付図面を参照して、この発明に係るタイル材の剥離方法の実施の形態を詳細に
説明する。まず、〔Ｉ〕実施の形態の基本的概念を説明した後、〔ＩＩ〕実施の形態の具
体的内容について説明し、最後に、〔ＩＩＩ〕実施の形態に対する変形例について説明す
る。ただし、実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
【００３６】
〔Ｉ〕実施の形態の基本的概念
　まず、実施の形態の基本的概念について説明する。実施の形態は、概略的に、建物の躯
体を構成する躯体本体に対して下地材を介して取り付けられた複数のタイル材を当該躯体
本体から剥離するための剥離方法に関する。ここで、「建物」の具体的な構造や種類は任
意であり、例えば、戸建て住宅、アパートやマンションの如き集合住宅、オフィスビル、
商業施設等の建物等を含む概念であるが、実施の形態では、解体中のオフィスビルとして
説明する。また、「建物の躯体」とは、例えば、建物の基本的な構造体であり、例えば、
壁、天井、床、柱等を含む概念であるが、実施の形態では、壁として説明する。また、「
タイル材」とは、建物の外側を装飾するための部材である。また、「剥離する」とは、複
数のタイル材を再利用可能な状態で躯体から剥がして取る（いわゆる、活かし取りする）
ことを意味する。
【００３７】
〔ＩＩ〕実施の形態の具体的内容
　次に、実施の形態の具体的内容について説明する。
【００３８】
（構成）
　最初に、実施の形態に係る剥離方法が適用されるタイル材を含む躯体の構成について説
明する。図１は、実施の形態に係る躯体を概念的に示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ
）は（ａ）のＡ－Ａ矢視断面図である。以下の説明では、図１のＸ方向を躯体の左右方向
（－Ｘ方向を躯体の左方向、＋Ｘ方向を躯体の右方向）、図１のＹ方向を躯体の前後方向
（＋Ｙ方向を躯体の前方向、－Ｙ方向を躯体の後方向）、図１のＺ方向を躯体の上下方向
（＋Ｚ方向を躯体の上方向、－Ｚ方向を躯体の下方向）と称する。躯体１は、建物を構成
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する壁（例えば、オフィスビルの外壁等）であり、図１に示すように、躯体本体１０及び
外装材２０を備えている。
【００３９】
（構成－躯体本体）
　躯体本体１０は、躯体１の基本構造体である。この躯体本体１０は、例えばコンクリー
ト製（一例として、鉄筋コンクリート製、プレストレストコンクリート製）の長尺且つ平
坦な矩形状の板状体にて形成されており、図１に示すように、長手方向が上下方向に沿う
ように設けられ、図示しない設置対象（例えば、床部等）に対して固定されている。
【００４０】
（構成－外装材）
　外装材２０は、躯体１の外側を装飾するためのものであり、この外装材２０は、例えば
公知の壁用の外装材（実施の形態では、後述する目地部４０が通し目地となるように構成
された外装材）等を用いて構成されており、図１に示すように、躯体本体１０の外表面（
図１（ａ）では、躯体本体１０の前面）に設けられ、タイル材３０、目地部４０、及び下
地材５０を備えている。
【００４１】
（構成－タイル材）
　タイル材３０は、外装材２０の基本構造体である。このタイル材３０は、例えば公知の
タイル材（一例として、陶磁器製の平坦な矩形状のタイル材）等を用いて構成されており
、図１に示すように、躯体本体１０よりも外側において躯体本体１０の外表面全体を覆う
ように左右方向に略沿って複数並設され、且つ上下方向に略沿って複数並設されている。
【００４２】
（構成－目地部）
　目地部４０は、タイル材３０同士の継ぎ目となる部分である。この目地部４０は、例え
ば公知のタイル用の目地材等を用いて構成されており、図１に示すように、複数のタイル
材３０のうち隣接するタイル材３０同士の相互間にそれぞれ設けられている。
【００４３】
（構成－下地材）
　下地材５０は、タイル材３０及び目地部４０を躯体本体１０に対して取り付けるための
ものである。この下地材５０は、例えば公知のモルタル製の下地材（一例として、下地モ
ルタル、積上げ張りで張られたタイル材３０（タイル張り層）である場合には張付けモル
タル等）を用いて構成されており、図１（ｂ）に示すように、躯体本体１０とタイル材３
０又は目地部４０との相互間に設けられており、具体的には、躯体本体１０の外表面全体
を覆うように平坦状に設けられている。
【００４４】
（剥離方法）
　次に、実施の形態に係るタイル材３０の剥離方法について説明する。図２は、実施の形
態に係る剥離方法の区画工程を示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は図１（ｂ）に対
応する領域周辺を示す図である。図３は、実施の形態に係る剥離方法の形成工程を示す図
であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は図１（ｂ）に対応する領域周辺を示す図である。図４
は、実施の形態に係る剥離方法の補強層形成工程を示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ
）は図１（ｂ）に対応する領域周辺を示す図である。図５は、実施の形態に係る剥離方法
の剥離工程を示す図であって、図１（ｂ）に対応する領域周辺を示す図であり、（ａ）は
係止状態を示す図、（ｂ）は後述の係止部８１を移動させた状態を示す図である。図２か
ら図５に示すように、実施の形態に係る剥離方法は、区画工程、形成工程、補強層形成工
程、及び剥離工程を含んでいる。
【００４５】
（剥離方法－区画工程）
　最初に、区画工程について説明する。区画工程は、平坦状に設けられた複数のタイル材
３０のうち一部のタイル材３０同士の相互間に位置する目地部４０と、下地材５０のうち
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当該目地部４０と対応する部分とを切断することにより、剥離対象領域６０を区画する工
程である。ここで、「剥離対象領域６０」とは、複数のタイル材３０の領域のうち剥離対
象となる領域であって、少なくとも２つ以上のタイル材３０に対応する領域を意味し、実
施の形態では、９つのタイル材３０に対応する領域として説明する。
【００４６】
　具体的には、図２に示すように、切断器具７０を用いて、複数の目地部４０のうち剥離
対象領域６０の周縁部に対応する目地部４０と、下地材５０における剥離対象領域６０の
周縁部に対応する部分とを切断することにより、剥離対象領域６０を区画する。なお、剥
離対象領域６０を複数区画する場合には、各剥離対象領域６０に対して上述した目地部４
０及び下地材５０の切断をそれぞれ行う。また、下地材５０の切断方法については任意で
あるが、実施の形態では、剥離工程において剥離対象領域６０に対応するタイル材３０を
躯体本体１０から剥離しやすくなるように、図２（ｂ）に示すように、下地材５０全体（
具体的には、下地材５０の前端部から後端部に至る部分）を切断している。ただし、これ
に限らず、例えば、下地材５０の一部のみ又は躯体本体１０まで切断してもよい。
【００４７】
　また、剥離対象領域６０の具体的な形状及び大きさについては、剥離対象領域６０に対
応するタイル材３０を確実に活かし取りすることができる限り任意に設定することができ
、実施の形態では以下の通りに設定している。すなわち、剥離対象領域６０の形状につい
ては、矩形状（正方形状又は長方形状）に設定している。ただし、これに限らず、例えば
、周縁部の一部が非直線状となる略矩形状に設定してもよい。また、剥離対象領域６０の
大きさについては、後述する試験結果に基づいて、剥離対象領域６０の左右方向の長さ×
剥離対象領域６０の上下方向の長さ＝５５０ｍｍ×５５０ｍｍ以下に設定している。また
、剥離対象領域６０の縦横比（ここでは、左右方向の長さと上下方向の長さとの比）につ
いては、後述する試験結果に基づいて、１：１程度から１：２．５程度の範囲に設定して
いる。また、剥離対象領域６０におけるタイル材３０の厚さと下地材５０の厚さとの合計
厚さについては、３０ｍｍ以上に設定している（具体的には、外装材２０のうち当該合計
厚さとなる部分を剥離対象領域６０として選択することにより設定する）。このような設
定により、剥離方法の各種工程に関する作業を行う際に剥離対象領域６０に対応するタイ
ル材３０に損傷が生じることを抑制でき、タイル材３０の再利用を図りやすくなる。
【００４８】
　また、切断器具７０の具体的な構成については任意であるが、例えば、図２（ｂ）に示
すように、軸回りに回転可能な棒状のビット７１（具体的には、直径が目地部４０の幅以
下となるビット７１）を備える切断器具を用いて構成されてもよい。これにより、剥離対
象領域６０の形状が複雑な形状であっても剥離対象領域６０を比較的正確に区画でき、区
画工程の作業性を高めることが可能となる。ただし、これに限らず、例えは、円盤状のカ
ッターであって当該カッターの中心点を回転中心として回転可能なカッターを備える切断
器具（例えば、コンクリートカッター等）、又は電動ピック等を用いて構成されてもよい
。
【００４９】
（剥離方法－形成工程）
　次に、形成工程について説明する。形成工程は、区画工程の前又は後に、剥離対象領域
６０に対応するタイル材３０及び下地材５０を削孔することにより、剥離対象領域６０に
貫通孔６１を形成する工程である。
【００５０】
　具体的には、図３に示すように、区画工程の後に、図示しない公知の削孔器具（例えば
コアドリル）を用いて、複数のタイル材３０のうち剥離対象領域６０に対応するタイル材
３０のうちいずれか１つのタイル材３０と、下地材５０のうち当該タイル材３０に対応す
る部分とを削孔することにより、貫通孔６１を形成する。なお、複数の剥離対象領域６０
の各々に貫通孔６１を形成する場合には、各剥離対象領域６０に対して上述したタイル材
３０及び下地材５０の削孔をそれぞれ行う。
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【００５１】
　また、貫通孔６１の具体的な構成については任意であるが、実施の形態では、図３に示
すように、剥離対象領域６０に対応するタイル材３０を効果的に剥離するために、剥離対
象領域６０の中央部又はその近傍に形成されている。ただし、これに限らず、例えば、剥
離対象領域６０の周縁部又はその近傍に形成されてもよい。また、貫通孔６１の形成によ
って再利用できなくなるタイル材３０の数を低減するために、複数のタイル材３０に重複
しない位置に形成されている。ただし、これに限らず、例えば、貫通孔６１の径がタイル
材３０の左右方向の長さ又は上下方向の長さよりも大きくなる場合には、貫通孔６１を複
数のタイル材３０に重複しない位置に形成されてもよい。また、貫通孔６１の径について
は、剥離工程の作業性を高めるために、躯体本体１０側に近づくにつれて大きくなるよう
に設定している。ここで、「躯体本体１０側に近づくにつれて大きくなるように設定する
」とは、貫通孔６１の部分のうち少なくとも躯体本体の近傍側の部分の径を躯体本体１０
側に近づくにつれて大きくなるように設定することを意味する。よって、例えば、図３（
ｂ）に示すように、貫通孔６１における躯体本体の近傍側の部分の径のみを躯体本体１０
側に近づくにつれて大きくなるように設定してもよく、あるいは、貫通孔６１全体（具体
的には、貫通孔６１の軸方向の全体にわたる部分）の径を躯体本体１０側に近づくにつれ
て大きくなるように設定してもよい。ただし、これに限らず、例えば、均一に設定しても
よい。
【００５２】
（剥離方法－補強層形成工程）
　次に、補強層形成工程について説明する。補強層形成工程は、剥離工程の前に、タイル
材３０の破断を抑制する補強層６２を剥離対象領域６０における躯体本体１０側とは反対
側の側面に形成する工程である。
【００５３】
　具体的には、図４に示すように、形成工程の後に、公知の方法を用いて補強層６２を剥
離対象領域６０に対応するタイル材３０の前面全体（又は貫通孔６１の周辺部分のみ）に
敷設することにより、形成する。なお、複数の剥離対象領域６０に補強層６２を形成する
場合には、各剥離対象領域６０に対応するタイル材３０の前面全体に対して補強層６２の
敷設をそれぞれ行う。
【００５４】
　また、補強層６２の具体的な構成については任意であるが、例えば、安価に形成でき、
且つ取り外しが容易となる補強材を用いて構成されることが望ましく、一例として、図示
しない樹脂層（具体的には、酸に溶ける性質有する樹脂層）と図示しないビニロン繊維層
とを積層してなる補強材を用いて構成されてもよい。
【００５５】
　このような補強層形成工程により、剥離対象領域６０に対応するタイル材３０を補強で
きることから、補強層６２を形成しない場合に比べて、剥離工程中に剥離対象領域６０に
対応するタイル材３０が損傷することを抑制できる。
【００５６】
（剥離方法－剥離工程）
　続いて、剥離工程について説明する。剥離工程は、区画工程及び形成工程の後に、剥離
器具８０を貫通孔６１に挿通することにより、剥離器具８０の係止部８１を剥離対象領域
６０に対応する下地材５０に係止し、当該係止した状態（以下、「係止状態」と称する）
で剥離器具８０の押圧部８２による躯体本体１０への押圧に伴って係止部８１を躯体本体
１０から離れる方向に移動させることにより、剥離対象領域６０に対応するタイル材３０
を躯体本体１０から剥離させる工程である。ここで、剥離器具８０は、例えば公知の剥離
器具（一例として、油圧式のピーリングマシン）等を用いて構成されており、例えば、図
５に示すように、下地材５０に係止可能な複数の尖部８１ａを備える筒状の係止部８１と
、躯体本体１０を押圧することで係止部８１に対して相対移動が可能な棒状の押圧部８２
と、係止部８１及び押圧部８２の操作を行う操作部（図示省略）とを備えて構成されてい
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る。
【００５７】
　具体的には、まず、剥離器具８０の操作部を介して係止部８１及び押圧部８２を操作す
ることで、係止部８１及び押圧部８２が躯体本体１０の表面と当接するように、係止部８
１及び押圧部８２を貫通孔６１に挿通する。次に、図５（ａ）に示すように、剥離器具８
０の操作部を介して係止部８１を操作することで、複数の尖部８１ａを拡張させて下地材
５０と躯体本体１０との相互間に入り込ませることにより、係止部８１を剥離対象領域６
０に対応する下地材５０に対して係止させる。次いで、図５（ｂ）に示すように、剥離器
具８０の操作部を介して押圧部８２を操作することで、上記係止状態を維持しながら、押
圧部８２の押圧に伴って係止部８１を躯体本体１０から離れる方向に移動させる（なお、
上記移動中には、複数の尖部８１ａは若干拡張される）。特に実施の形態では、上述した
ように、貫通孔６１の径を躯体本体１０側に近づくにつれて大きくなるように設定してい
るので、剥離対象領域６０に対応する下地材５０と上記係止部８１（具体的には、複数の
尖部８１ａ）との接触面を増やすことができるため、剥離対象領域６０に対応するタイル
材３０及び下地材５０に対して剥がそうとする力を均一に伝達することが可能となる。そ
して、係止部８１の移動量が所定量になるまで当該移動を継続した後、係止部８１に係止
された剥離対象領域６０に対応するタイル材３０、目地部４０、及び下地材５０を係止部
８１から取り外すことにより、剥離対象領域６０に対応するタイル材３０を剥離する。な
お、複数の剥離対象領域６０の各々に対応するタイル材３０を剥離する場合には、各剥離
対象領域６０に対して上述した剥離器具８０によるタイル材３０の剥離をそれぞれ行う。
【００５８】
　この場合において、例えば、上記係止状態で複数の尖部８１ａの外形が略円形状となる
ように、複数の尖部８１ａが構成されることにより、上記複数の尖部８１ａの外形が非円
形状である場合に比べて剥離対象領域６０に対応するタイル材３０及び下地材５０に対し
て剥がそうとする力を均一に伝達することができ、剥離対象領域６０に対応するタイル材
３０の剥離を効果的に行うことが可能となる。ただし、これに限らず、例えば、上記係止
状態で複数の尖部８１ａの外形が非円形状となるように、複数の尖部８１ａが構成されて
もよい。
【００５９】
　また、図５に示すように、落下防止部９０を用いて剥離対象領域６０に対応するタイル
材３０が躯体本体１０から落下することを防止しながら、剥離対象領域６０に対応するタ
イル材３０を躯体本体１０から剥離させてもよい。図６は、落下防止部９０を示す図であ
り、（ａ）は背面図、（ｂ）は平面図である。図７は、落下防止部９０の変形例を示す図
であり、（ａ）は背面図、（ｂ）は平面図である。
【００６０】
　ここで、落下防止部９０の具体的な構成については任意であるが、例えば、図５、図６
に示すように、板状の落下防止部本体９１（一例として、木製、樹脂製、又は鋼製の板材
等）と、落下防止部本体９１の躯体本体１０側の側面に取り付けられた緩衝部９２であっ
て、落下防止部本体９１に対する各種の衝撃を緩和する緩衝部９２（一例として、バッカ
ー材又はスポンジ材の如き樹脂製の緩衝材等）を備えて構成されてもよい（図６の想像線
は、剥離対象領域６０を示す）。また、落下防止部９０の使用方法については、具体的に
は、係止部８１及び押圧部８２を貫通孔６１に挿通する前に、緩衝部９２を剥離対象領域
６０に対応するタイル材３０に当接させる。そして、作業者が落下防止部９０を手で支え
ることで上記当接した状態を維持しながら、落下防止部９０に形成された挿通孔９３を介
して係止部８１及び押圧部８２を貫通孔６１に挿通した後に、上述した剥離器具８０によ
るタイル材３０の剥離を行う。なお、緩衝部９２の取付方法については任意であるが、例
えば、図６に示すように、落下防止部本体９１の躯体本体１０側の側面全体に取り付けて
もよい。あるいは、図７に示すように、落下防止部本体９１の躯体本体１０側の側面の各
周縁部のみに取り付けてもよい。このように落下防止部９０を用いてタイル材３０を剥離
することで、剥離工程中に剥離対象領域６０に対応するタイル材３０が躯体本体１０から
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落下することを防止でき、当該タイル材３０が損傷することを回避できると共に、剥離工
程の作業安全性を高めることができる。
【００６１】
　以上のような剥離方法により、目地部４０及び下地材５０を切断することにより剥離対
象領域６０を区画でき、剥離対象領域６０に対応する２つ以上のタイル材３０の剥離を正
確且つ効率的に行うことができる。よって、タイル材３０の活かし取りの作業性及び確実
性を高めることが可能となる。また、目地部４０の種別が通し目地であっても剥離対象領
域６０に対応するタイル材３０を効果的に剥離でき、タイル材３０の活かし取りの作業性
を高めやすくなる。なお、上記剥離方法により、活かし取りされたタイル材３０について
は、公知の方法で洗浄及び補修された後に、他の建物の壁等の躯体本体に対して下地材を
介して取り付けられることで、再利用されることになる。
【００６２】
（試験結果）
　次に、本件出願人が行った試験結果について説明する。ここでは、活かし取り確認試験
について説明する。
【００６３】
（試験結果－試験の概要）
　最初に、活かし取り確認試験の概要について説明する。ここで、「活かし取り確認試験
」とは、各種のタイル材の活かし取りの成功率を確認する試験である（具体的には、各種
のタイル材毎の活かし取り確認試験では、数十枚から数百枚のタイル材を用いて試験を行
う）。
【００６４】
　次に、活かし取り確認試験の試験方法については任意であるが、以下の通りとなる。す
なわち、まず、各種のタイル材が取り付けられている躯体において、実施の形態に係る剥
離方法を用いて、剥離対象領域に対応する各種のタイル材を躯体本体から剥離させる。そ
の後、上記剥離した剥離対象領域に対応するタイル材の損傷の有無に基づいて、タイル材
の活かし取りが成功したか否かを確認する。
【００６５】
　次に、活かし取り確認試験に用いられたタイル材は、陶磁器製のタイル材であって、モ
ルタル製の下地材を介して建物の壁部に取り付けられたタイル材である。また、このタイ
ル材は、大きさに基づいて８つの種類に分けられる（以下、「タイル材Ａ」、「タイル材
Ｂ」、「タイル材Ｃ」、「タイル材Ｄ」、「タイル材Ｅ」、「タイル材Ｆ」、「タイル材
Ｇ」、「タイル材Ｈ」と称する）。
【００６６】
　ここで、各種のタイル材の大きさについては、以下の通りとなる。すなわち、タイル材
Ａについては、縦横長さ＝２５０ｍｍ×２５０ｍｍ、縦横比＝１：１、下地材の厚さ及び
タイル材の厚さの合計厚さ＝４４ｍｍに設定している。また、タイル材Ｂについては、縦
横長さ＝３５０ｍｍ×３５０ｍｍ、縦横比＝１：１、下地材の厚さ及びタイル材の厚さの
合計厚さ＝４４ｍｍに設定している。また、タイル材Ｃについては、縦横長さ＝４５０ｍ
ｍ×４５０ｍｍ、縦横比＝１：１、下地材の厚さ及びタイル材の厚さの合計厚さ＝４４ｍ
ｍに設定している。また、タイル材Ｄについては、縦横長さ＝５５０ｍｍ×５５０ｍｍ、
縦横比＝１：１、下地材の厚さ及びタイル材の厚さの合計厚さ＝４４ｍｍに設定している
。また、タイル材Ｅについては、縦横長さ＝３５０ｍｍ×４７０ｍｍ、縦横比＝１：１．
３、下地材の厚さ及びタイル材の厚さの合計厚さ＝４０ｍｍに設定している。また、タイ
ル材Ｆについては、縦横長さ＝２１０ｍｍ×４７０ｍｍ、縦横比＝１：２．２、下地材の
厚さ及びタイル材の厚さの合計厚さ＝４０ｍｍに設定している。また、タイル材Ｇについ
ては、縦横長さ＝３５０ｍｍ×４７０ｍｍ、縦横比＝１：１．３、下地材の厚さ及びタイ
ル材の厚さの合計厚さ＝３０ｍｍに設定している。また、タイル材Ｈについては、縦横長
さ＝３５０ｍｍ×４７０ｍｍ、縦横比＝１：１．３、下地材の厚さ及びタイル材の厚さの
合計厚さ＝２５ｍｍに設定している。
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【００６７】
（試験結果－試験結果の詳細）
　続いて、活かし取り確認試験の試験結果の詳細について説明する。図８は、活かし取り
確認試験の試験結果を示す図である。
【００６８】
　図８に示すように、まず、活かし取り確認試験の結果のうち活かし取り率については、
タイル材Ａからタイル材Ｇの結果＝６９％以上になることが確認され、特にタイル材Ａか
らタイル材Ｄの結果＝９９％以上になることが確認された。一方で、タイル材Ｇの結果＝
０％になることが確認された。また、活かし取り確認試験の結果のうち歩掛りについては
、タイル材Ａからタイル材Ｇの結果＝３．４（ｍ２／２人・日）以上になることが確認さ
れ、特にタイル材Ｃ、タイル材Ｄの結果＝９．８（ｍ２／２人・日）以上になることが確
認された。さらに、剥離した後のタイル材Ａからタイル材Ｇの形状については、ほぼ剥離
前の形状（剥離対象領域の形状）を維持できることが確認された。これらタイル材Ａから
タイル材Ｇの結果から、従来の方法（剥離対象領域の周縁に位置する目地部に電動ピック
を入れた状態で、電動ピックの手斫りによりタイル材を剥ぎ取る方法）に比べて活かし取
り率及び歩掛りが高く（なお、従来の方法の歩掛り＝１．０（ｍ２／２人・日））、且つ
タイル材の形状を維持しやすくなることが確認された。
【００６９】
　以上のことから、実施の形態に係る剥離方法を用いることの有効性が確認できた。また
、タイル材の厚さと下地材の厚さとの合計厚さを３０ｍｍ以上に設定すること、剥離対象
領域の縦横比を１：１程度から１：２．５程度の範囲に設定すること、及び剥離対象領域
の大きさを５５０ｍｍ×５５０ｍｍ以下に設定することの有効性が確認できた。
【００７０】
（実施の形態の効果）
　このように実施の形態によれば、複数のタイル材３０のうち一部のタイル材３０同士の
相互間に位置する目地部４０と、下地材５０のうち当該目地部４０と対応する部分とを切
断することにより、複数のタイル材３０の領域のうち剥離対象となる剥離対象領域６０で
あって少なくとも２つ以上のタイル材３０に対応する剥離対象領域６０を区画する区画工
程と、区画工程の前又は後に、剥離対象領域６０に対応するタイル材３０及び下地材５０
を削孔することにより、剥離対象領域６０に貫通孔６１を形成する形成工程と、区画工程
及び形成工程の後に、貫通孔６１に剥離器具８０を挿通することにより、剥離器具８０の
係止部８１を剥離対象領域６０に対応する下地材５０に係止し、当該係止した状態で剥離
器具８０の押圧部８２による躯体本体１０への押圧に伴って係止部８１を躯体本体１０か
ら離れる方向に移動させることにより、剥離対象領域６０に対応するタイル材３０を躯体
本体１０から剥離させる剥離工程と、を含むので、目地部４０及び下地材５０を切断する
ことにより剥離対象領域６０を区画でき、剥離対象領域６０に対応する２つ以上のタイル
材３０の剥離を正確且つ効率的に行うことができる。よって、タイル材３０の活かし取り
の作業性及び確実性を高めることが可能となる。
【００７１】
　また、貫通孔６１を、複数のタイル材３０に重複しない位置に形成したので、貫通孔６
１の形成によって再利用できなくなるタイル材３０の数を低減でき、タイル材３０の活か
し取りの作業性を高めやすくなる。
【００７２】
　また、貫通孔６１の径を、躯体本体１０側に近づくにつれて大きくしたので、剥離対象
領域６０に対応する下地材５０と係止部８１との接触面を増やすことができるため、剥離
対象領域６０に対応するタイル材３０及び下地材５０に対して剥がそうとする力を均一に
伝達することができる。
【００７３】
　また、貫通孔６１を、剥離対象領域６０の中央部又はその近傍に形成したので、剥離工
程において剥離器具８０の係止部８１を躯体本体１０から離れる方向に移動させる際に、
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剥離対象領域６０に対応する下地材５０の略全体に略均等な力が負荷されやすくなるため
、剥離対象領域６０に対応するタイル材３０を効果的に剥離しやすくなる。
【００７４】
　また、タイル材３０の厚さと下地材５０の厚さとの合計厚さを、３０ｍｍ以上としたの
で、３０ｍｍ未満とした場合に比べて、剥離方法の各種工程に関する作業を行う際に剥離
対象領域６０に対応するタイル材３０に損傷が生じることを抑制でき、タイル材３０の再
利用を図りやすくなる。
【００７５】
　また、剥離対象領域６０の縦横比を、１：１程度から１：２．５程度の範囲としたので
、当該範囲以外の他の範囲とした場合に比べて、剥離方法の各種工程に関する作業を行う
際に剥離対象領域６０に対応するタイル材３０に損傷が生じることを抑制でき、タイル材
３０の再利用を図りやすくなる。
【００７６】
　また、剥離対象領域６０の大きさを、５５０ｍｍ×５５０ｍｍ以下としたので、５５０
ｍｍ×５５０ｍｍを上回る大きさとした場合に比べて、剥離方法の各種工程に関する作業
を行う際に剥離対象領域６０に対応するタイル材３０に損傷が生じることを抑制でき、タ
イル材３０の再利用を図りやすくなる。
【００７７】
　また、区画工程において、下地材５０の少なくとも一部又は躯体本体１０まで切断する
ことにより、剥離対象領域６０を区画するので、剥離工程において剥離対象領域６０に対
応するタイル材３０を躯体本体１０から剥離しやすくなるため、剥離工程の作業性及び確
実性を高めやすくなる。
【００７８】
　また、区画工程において、軸回りに回転可能な棒状のビット７１を備える切断器具７０
を用いて剥離対象領域６０を区画するので、剥離対象領域６０の形状が複雑な形状であっ
ても剥離対象領域６０を比較的正確に区画でき、区画工程の作業性を高めることが可能と
なる。
【００７９】
　また、剥離工程において、落下防止部９０を用いて剥離対象領域６０に対応するタイル
材３０が躯体本体１０から落下することを防止しながら、剥離対象領域６０に対応するタ
イル材３０を躯体本体１０から剥離させるので、剥離工程中に剥離対象領域６０に対応す
るタイル材３０が躯体本体１０から落下することを防止でき、当該タイル材３０が損傷す
ることを回避できると共に、剥離工程の作業安全性を高めることができる。
【００８０】
　また、剥離工程において、係止部８１が下地材５０に係止されている状態で複数の尖部
８１ａの外形が略円形状となるように、複数の尖部８１ａを構成したので、上記複数の尖
部８１ａの外形が非円形状である場合に比べて剥離対象領域６０に対応するタイル材３０
及び下地材５０に対して剥がそうとする力を均一に伝達することができ、剥離対象領域６
０に対応するタイル材３０の剥離を効果的に行うことが可能となる。
【００８１】
　また、剥離工程の前に、タイル材３０の破断を抑制する補強層６２を剥離対象領域６０
における躯体本体１０側とは反対側の側面に形成する補強層形成工程をさらに含むので、
剥離対象領域６０に対応するタイル材３０を補強できることから、補強層６２を形成しな
い場合に比べて、剥離工程中に剥離対象領域６０に対応するタイル材３０が損傷すること
を抑制できる。
【００８２】
〔ＩＩＩ〕実施の形態に対する変形例
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の具体的な構成及び手段は、特
許請求の範囲に記載した各発明の技術的思想の範囲内において、任意に改変及び改良する
ことができる。以下、このような変形例について説明する。
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【００８３】
（解決しようとする課題や発明の効果について）
　まず、発明が解決しようとする課題や発明の効果は、前記した内容に限定されるもので
はなく、本発明によって、前記に記載されていない課題を解決したり、前記に記載されて
いない効果を奏することもでき、また、記載されている課題の一部のみを解決したり、記
載されている効果の一部のみを奏することがある。
【００８４】
（形状、数値、構造、時系列について）
　実施の形態や図面において例示した構成要素に関して、形状、数値、又は複数の構成要
素の構造若しくは時系列の相互関係については、本発明の技術的思想の範囲内において、
任意に改変及び改良することができる。
【００８５】
（外装材について）
　上記実施の形態では、外装材２０のタイル材３０の形状が、矩形状であると説明したが
、これに限らず、例えば、円形状、楕円形状、矩形状以外の多角形状（一例として、三角
形状）等であってもよい。
【００８６】
　また、上記実施の形態では、目地部４０の種別が、通し目地であると説明したが、これ
に限らない。例えば、馬踏み目地、四半目地、たて通し目地、たて馬踏み目地、たて張り
千鳥目地、やはず張り、イギリス張り、フランス張り、アメリカ張り（フランス型）、イ
ギリス（イギリス型）、ガーデン網代、フランス網代、バスケット、三つ目市松、又は重
ね網代等であってもよい。
【００８７】
（剥離対象領域について）
　上記実施の形態では、剥離対象領域６０に対応するタイル材３０の枚数が、９つである
と説明したが、これに限らず、例えば、９つ未満であってもよく、又は１０以上であって
もよい。
【００８８】
　また、上記実施の形態では、剥離対象領域６０の形状が、矩形状であると説明したが、
これに限らず、例えば、円形状、楕円形状、矩形状以外の多角形状（一例として、五角形
状）等であってもよい。
【００８９】
　また、上記実施の形態では、剥離対象領域６０の大きさが、５５０ｍｍ×５５０ｍｍ以
下であると説明したが、これに限らず、例えば、５５０ｍｍ×５５０ｍｍを上回る大きさ
であってもよい。
【００９０】
　また、上記実施の形態では、剥離対象領域６０の縦横比が、１：１程度から１：２．５
程度の範囲であると説明したが、これに限らず、例えば、１：１程度から１：２．５程度
の範囲以外の他の範囲であってもよい。
【００９１】
　また、上記実施の形態では、剥離対象領域６０におけるタイル材３０の厚さと下地材５
０の厚さとの合計厚さが、３０ｍｍ以上であると説明したが、これに限らず、例えば、３
０ｍｍ未満であってもよい。
【００９２】
　また、上記実施の形態では、剥離対象領域６０に対応するタイル材３０及び下地材５０
が平坦状に設けられていると説明したが、これに限らず、例えば、非平坦状に設けられて
もよく、一例として、剥離対象領域６０が躯体本体１０側に向けてアール状になり、又は
剥離対象領域６０が躯体本体１０側とは反対側に向けてアール状になるように、剥離対象
領域６０に対応するタイル材３０が躯体本体１０に対して下地材５０を介して取り付けら
れてもよい。



(16) JP 2021-31848 A 2021.3.1

10

20

30

40

50

【００９３】
　ここで、剥離対象領域６０がアール状である場合の構成の詳細について説明する。図９
は、剥離対象領域６０が躯体本体１０側に向けてアール状である場合における剥離対象領
域６０の界面剥離耐力とコーン破壊耐力との関係を示す図である。また、図１０は、剥離
対象領域６０が躯体本体１０側とは反対側に向けてアール状である場合における剥離対象
領域６０の界面剥離耐力とコーン破壊耐力との関係を示す図である。
【００９４】
　上述したように、剥離対象領域６０が躯体本体１０側に向けてアール状になるように、
剥離対象領域６０に対応するタイル材３０が取り付けられている場合に、当該タイル材３
０を躯体本体１０から剥離する際には、剥離対象領域６０に対応する下地材５０に直交す
る応力が１／ｃоｓθ倍に増加し、且つ剥離対象領域６０に対応するタイル材３０を剥離
させるときの力が１／ｃоｓθ倍に増加することになる。このため、図９に示すように、
上記アールの径に関わらず、剥離対象領域６０の界面剥離耐力（剥離対象領域６０に対応
するタイル材３０を剥離する際に要する力）が剥離対象領域６０のコーン破壊耐力（下地
材５０に局所的な破壊（いわゆるコーン破壊）に要する力）よりも小さくなるので、当該
下地材５０にコーン破壊が生じにくいことから、タイル材３０の活かし取り作業を比較的
スムーズに行うことができる。
【００９５】
　一方で、上述したように、剥離対象領域６０が躯体本体１０側とは反対側に向けてアー
ル状になるように、剥離対象領域６０に対応するタイル材３０が取り付けられている場合
に、当該タイル材３０を躯体本体１０から剥離する際には、剥離対象領域６０に対応する
下地材５０に直交する応力がｃоｓθ倍に低減されるが、剥離対象領域６０に対応するタ
イル材３０を剥離させるときの力が１／ｃоｓθ倍に増加することになる。このため、図
１０に示すように、剥離対象領域６０のアールの径が比較的小さい場合（図１０では、剥
離対象領域６０のアールの径がＲ１未満になる場合）には、剥離対象領域６０の界面剥離
耐力が剥離対象領域６０のコーン破壊耐力よりも下回るので、当該下地材５０にコーン破
壊が生じやすくなることから、タイル材３０の活かし取りが難しくなるという問題が生じ
るおそれがある。よって、このような問題を解消するために、剥離対象領域６０に対応す
るタイル材３０の剥離が下地材５０のコーン破壊よりも先行して生じるように、剥離対象
領域６０の大きさ及び上記アールの径を以下の通りに設定することが望ましい。
【００９６】
　図１１は、剥離対象領域６０の大きさが５５０ｍｍ×５５０ｍｍである場合における剥
離対象領域６０の界面剥離耐力とコーン破壊耐力との関係を示す図である。図１２は、剥
離対象領域６０の大きさが２５０ｍｍ×２５０ｍｍである場合における剥離対象領域６０
の界面剥離耐力とコーン破壊耐力との関係を示す図である。ここで、図１１には、剥離対
象領域６０の大きさを５５０ｍｍ×５５０ｍｍに設定した場合の各種の比率を示しており
、具体的には、公知の計算方法により算出した剥離対象領域６０のアールの径毎のコーン
破壊耐力と平坦時のコーン破壊耐力との比率（以下、「コーン破壊耐力比率」と称する）
と、公知の計算方法により算出した剥離対象領域６０のアールの径（直径）毎の界面剥離
耐力と平坦時の界面剥離耐力との比率（以下、「界面剥離耐力比率」と称する）と、界面
剥離耐力比率とコーン破壊耐力比率との比率（以下、「耐力差比率」と称する）とを示し
ている。また、図１２には、剥離対象領域６０の大きさを２５０ｍｍ×２５０ｍｍに設定
した場合のコーン破壊耐力比率と、界面剥離耐力比率と、耐力差比率とを示している。
【００９７】
　図１１に示すように、剥離対象領域６０のアールの径が１５００ｍｍ以上である場合に
は、耐力差比率＝１．０３以下となり、界面剥離耐力とコーン破壊耐力との差が５％以内
になることから、剥離対象領域６０に対応するタイル材３０の剥離がコーン破壊よりも先
行して生じやすくなる。また、図１２に示すように、剥離対象領域６０のアールの径が１
０００ｍｍ以上である場合には、耐力差比率＝１．０５以下となり、界面剥離耐力とコー
ン破壊耐力との差が５％以内になることから、剥離対象領域６０に対応するタイル材３０
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の剥離が下地材５０のコーン破壊よりも先行して生じやすくなる。これらの結果から、剥
離対象領域６０の大きさを５５０ｍｍ×５５０ｍｍ以下とし、且つ剥離対象領域６０のア
ールの径を１５００ｍｍ以上として設定することにより、上記剥離方法の剥離工程に関す
る作業を行う際に剥離対象領域６０に対応する下地材５０に損傷が生じにくく、且つ剥離
対象領域６０に対応するタイル材３０が剥離しやすくなる。また、剥離対象領域６０の大
きさを２５０ｍｍ×２５０ｍｍとした場合には、剥離対象領域６０のアールの径を１００
０ｍｍ以上に設定することで、同様の効果が得られる。したがって、剥離方法の剥離工程
に関する作業を効率的に行うことが可能になる。なお、例えば、剥離対象領域６０に対応
するタイル材３０の躯体本体１０側とは反対側の側面に補強層６２を設けることにより、
コーン破壊耐力のみを上昇させることができるので、下地材５０のコーン破壊が生じにく
くすることができる。したがって、補強層６２を設けた場合の剥離対象領域６０のアール
の径を、補強層６２を設けていない上記剥離対象領域６０のアールの径に比べて小さく設
定することが可能となる。
【００９８】
（剥離方法について）
　上記実施の形態では、剥離方法が、補強層形成工程を含むと説明したが、これに限らず
、例えば、補強層形成工程を省略してもよい。
【００９９】
　また、上記実施の形態では、剥離工程において、落下防止部９０を用いて剥離対象領域
６０に対応するタイル材３０を躯体本体１０から剥離させると説明したが、これに限らず
、例えば、落下防止部９０を用いることなく剥離対象領域６０に対応するタイル材３０を
躯体本体１０から剥離させてもよい。
【０１００】
　また、上記実施の形態では、補強層形成工程が、形成工程の直後に行われると説明した
が、これに限らず、例えば、区画工程の直後、又は区画工程の前に行われてもよい。
【０１０１】
（付記）
　付記１のタイル材の剥離方法は、建物の躯体を構成する躯体本体に対して下地材を介し
て取り付けられた複数のタイル材を当該躯体本体から剥離するための剥離方法であって、
前記複数のタイル材のうち一部のタイル材同士の相互間に位置する目地部と、前記下地材
のうち当該目地部と対応する部分とを切断することにより、前記複数のタイル材の領域の
うち剥離対象となる剥離対象領域であって少なくとも２つ以上のタイル材に対応する剥離
対象領域を区画する区画工程と、前記区画工程の前又は後に、前記剥離対象領域に対応す
る前記タイル材及び前記下地材を削孔することにより、前記剥離対象領域に貫通孔を形成
する形成工程と、前記区画工程及び前記形成工程の後に、前記貫通孔に剥離器具を挿通す
ることにより、前記剥離器具の係止部を前記剥離対象領域に対応する前記下地材に係止し
、当該係止した状態で前記剥離器具の押圧部による前記躯体本体への押圧に伴って前記係
止部を前記躯体本体から離れる方向に移動させることにより、前記剥離対象領域に対応す
る前記タイル材を前記躯体本体から剥離させる剥離工程と、を含む。
【０１０２】
　付記２のタイル材の剥離方法は、付記１に記載のタイル材の剥離方法において、前記貫
通孔を、前記複数のタイル材に重複しない位置に形成した。
【０１０３】
　付記３のタイル材の剥離方法は、付記１又は２に記載のタイル材の剥離方法において、
前記貫通孔の径を、前記躯体本体側に近づくにつれて大きくした。
【０１０４】
　付記４のタイル材の剥離方法は、付記１から３のいずれか一項に記載のタイル材の剥離
方法において、前記貫通孔を、前記剥離対象領域の中央部又はその近傍に形成した。
【０１０５】
　付記５のタイル材の剥離方法は、付記１から４のいずれか一項に記載のタイル材の剥離
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方法において、前記タイル材の厚さと前記下地材の厚さとの合計厚さを、３０ｍｍ以上と
した。
【０１０６】
　付記６のタイル材の剥離方法は、付記１から５のいずれか一項に記載のタイル材の剥離
方法において、前記剥離対象領域の縦横比を、１：１程度から１：２．５程度の範囲とし
た。
【０１０７】
　付記７のタイル材の剥離方法は、付記１から６のいずれか一項に記載のタイル材の剥離
方法において、前記剥離対象領域の大きさを、５５０ｍｍ×５５０ｍｍ以下とした。
【０１０８】
　付記８のタイル材の剥離方法は、付記７に記載のタイル材の剥離方法において、前記剥
離対象領域が前記躯体本体側とは反対側に向けてアール状になるように、前記剥離対象領
域に対応する前記タイル材を前記躯体本体に対して前記下地材を介して取り付け、前記剥
離対象領域のアールの径を、１５００ｍｍ以上とした。
【０１０９】
　付記９のタイル材の剥離方法は、付記８に記載のタイル材の剥離方法において、前記剥
離対象領域の大きさを、２５０ｍｍ×２５０ｍｍとし、前記剥離対象領域のアールの径を
、１０００ｍｍ以上とした。
【０１１０】
　付記１０のタイル材の剥離方法は、付記１から９のいずれか一項に記載のタイル材の剥
離方法において、前記区画工程において、前記下地材の少なくとも一部又は前記躯体本体
まで切断することにより、前記剥離対象領域を区画する。
【０１１１】
　付記１１のタイル材の剥離方法は、付記１から１０のいずれか一項に記載のタイル材の
剥離方法において、前記区画工程において、軸回りに回転可能な棒状のビットを備える切
断器具を用いて前記剥離対象領域を区画する。
【０１１２】
　付記１２のタイル材の剥離方法は、付記１から１１のいずれか一項に記載のタイル材の
剥離方法において、前記剥離工程において、落下防止手段を用いて前記剥離対象領域に対
応する前記タイル材が前記躯体本体から落下することを防止しながら、前記剥離対象領域
に対応する前記タイル材を前記躯体本体から剥離させる。
【０１１３】
　付記１３のタイル材の剥離方法は、付記１から１２のいずれか一項に記載のタイル材の
剥離方法において、前記剥離器具の前記係止部は、複数の尖部を備え、前記剥離工程にお
いて、前記係止部が前記下地材に係止されている状態で前記複数の尖部の外形が略円形状
となるように、前記複数の尖部を構成した。
【０１１４】
　付記１４のタイル材の剥離方法は、付記１から１３のいずれか一項に記載のタイル材の
剥離方法において、前記剥離工程の前に、前記タイル材の破断を抑制する補強層を前記剥
離対象領域における前記躯体本体側とは反対側の側面に形成する補強層形成工程をさらに
含む。
【０１１５】
（付記の効果）
　付記１に記載のタイル材の剥離方法によれば、複数のタイル材のうち一部のタイル材同
士の相互間に位置する目地部と、下地材のうち当該目地部と対応する部分とを切断するこ
とにより、複数のタイル材の領域のうち剥離対象となる剥離対象領域であって少なくとも
２つ以上のタイル材に対応する剥離対象領域を区画する区画工程と、区画工程の前又は後
に、剥離対象領域に対応するタイル材及び下地材を削孔することにより、剥離対象領域に
貫通孔を形成する形成工程と、区画工程及び形成工程の後に、貫通孔に剥離器具を挿通す
ることにより、剥離器具の係止部を剥離対象領域に対応する下地材に係止し、当該係止し
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た状態で剥離器具の押圧部による躯体本体への押圧に伴って係止部を躯体本体から離れる
方向に移動させることにより、剥離対象領域に対応するタイル材を躯体本体から剥離させ
る剥離工程と、を含むので、目地部及び下地材を切断することにより剥離対象領域を区画
でき、剥離対象領域に対応する２つ以上のタイル材の剥離を正確且つ効率的に行うことが
できる。よって、タイル材の活かし取りの作業性及び確実性を高めることが可能となる。
【０１１６】
　付記２に記載のタイル材の剥離方法によれば、貫通孔を、複数のタイル材に重複しない
位置に形成したので、貫通孔の形成によって再利用できなくなるタイル材の数を低減でき
、タイル材の活かし取りの作業性を高めやすくなる。
【０１１７】
　付記３に記載のタイル材の剥離方法によれば、貫通孔の径を、躯体本体側に近づくにつ
れて大きくしたので、剥離対象領域に対応する下地材と係止部との接触面を増やすことが
できるため、剥離対象領域に対応するタイル材及び下地材に対して剥がそうとする力を均
一に伝達することが可能となる。
【０１１８】
　付記４に記載のタイル材の剥離方法によれば、貫通孔を、剥離対象領域の中央部又はそ
の近傍に形成したので、剥離工程において剥離器具の係止部を躯体本体から離れる方向に
移動させる際に、剥離対象領域に対応する下地材の略全体に略均等な力が負荷されやすく
なるため、剥離対象領域に対応するタイル材を効果的に剥離しやすくなる。
【０１１９】
　付記５に記載のタイル材の剥離方法によれば、タイル材の厚さと下地材の厚さとの合計
厚さを、３０ｍｍ以上としたので、３０ｍｍ未満とした場合に比べて、剥離方法の各種工
程に関する作業を行う際に剥離対象領域に対応するタイル材に損傷が生じることを抑制で
き、タイル材の再利用を図りやすくなる。
【０１２０】
　付記６に記載のタイル材の剥離方法によれば、剥離対象領域の縦横比を、１：１程度か
ら１：２．５程度の範囲としたので、当該範囲以外の他の範囲とした場合に比べて、剥離
方法の各種工程に関する作業を行う際に剥離対象領域に対応するタイル材に損傷が生じる
ことを抑制でき、タイル材の再利用を図りやすくなる。
【０１２１】
　付記７に記載のタイル材の剥離方法によれば、剥離対象領域の大きさを、５５０ｍｍ×
５５０ｍｍ以下としたので、５５０ｍｍ×５５０ｍｍを上回る大きさとした場合に比べて
、剥離方法の各種工程に関する作業を行う際に剥離対象領域に対応するタイル材に損傷が
生じることを抑制でき、タイル材の再利用を図りやすくなる。
【０１２２】
　付記８に記載のタイル材の剥離方法によれば、剥離対象領域のアールの径を、１５００
ｍｍ以上としたので、剥離対象領域のアールの径が１５００ｍｍを下回る場合に比べて、
剥離方法の剥離工程に関する作業を行う際に剥離対象領域に対応する下地材に損傷が生じ
にくく、且つ剥離対象領域に対応するタイル材を剥離しやすくなることから、当該剥離工
程に関する作業を効率的に行うことが可能になる。
【０１２３】
　付記９に記載のタイル材の剥離方法によれば、剥離対象領域の大きさを、２５０ｍｍ×
２５０ｍｍとし、剥離対象領域のアールの径を、１０００ｍｍ以上としたので、剥離対象
領域のアールの径が１５００ｍｍを下回る場合に比べて、剥離方法の剥離工程に関する作
業を行う際に剥離対象領域に対応する下地材に損傷が生じにくく、且つ剥離対象領域を剥
離しやすくなることから、当該剥離工程に関する作業を効率的に行うことが可能になる。
【０１２４】
　付記１０に記載のタイル材の剥離方法によれば、区画工程において、下地材の少なくと
も一部又は躯体本体まで切断することにより、剥離対象領域を区画するので、剥離工程に
おいて剥離対象領域に対応するタイル材を躯体本体から剥離しやすくなるため、剥離工程
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【０１２５】
　付記１１に記載のタイル材の剥離方法によれば、区画工程において、軸回りに回転可能
な棒状のビットを備える切断器具を用いて剥離対象領域を区画するので、剥離対象領域の
形状が複雑な形状であっても剥離対象領域を比較的正確に区画でき、区画工程の作業性を
高めることが可能となる。
【０１２６】
　付記１２に記載のタイル材の剥離方法によれば、剥離工程において、落下防止手段を用
いて剥離対象領域に対応するタイル材が躯体本体から落下することを防止しながら、剥離
対象領域に対応するタイル材を躯体本体から剥離させるので、剥離工程中に剥離対象領域
に対応するタイル材が躯体本体から落下することを防止でき、当該タイル材が損傷するこ
とを回避できると共に、剥離工程の作業安全性を高めることができる。
【０１２７】
　付記１３に記載のタイル材の剥離方法によれば、剥離工程において、係止部が下地材に
係止されている状態で複数の尖部の外形が略円形状となるように、複数の尖部を構成した
ので、上記複数の尖部の外形が非円形状である場合に比べて剥離対象領域に対応するタイ
ル材及び下地材に対して剥がそうとする力を均一に伝達することができ、剥離対象領域に
対応するタイル材の剥離を効果的に行うことが可能となる。
【０１２８】
　付記１４に記載のタイル材の剥離方法によれば、剥離工程の前に、タイル材の破断を抑
制する補強層を剥離対象領域における躯体本体側とは反対側の側面に形成する補強層形成
工程をさらに含むので、剥離対象領域に対応するタイル材を補強できることから、補強層
を形成しない場合に比べて、剥離工程中に剥離対象領域に対応するタイル材が損傷するこ
とを抑制できる。
【符号の説明】
【０１２９】
　１　躯体
　１０　躯体本体
　２０　外装材
　３０　タイル材
　４０　目地部
　５０　下地材
　６０　剥離対象領域
　６１　貫通孔
　６２　補強層
　７０　切断器具
　７１　ビット
　８０　剥離器具
　８１　係止部
　８１ａ　尖部
　８２　押圧部
　９０　落下防止部
　９１　落下防止部本体
　９２　緩衝部
　９３　挿通孔
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